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Ⅰ 法人の概況 

１．学校法人聖学院沿革（年表・略図） 
年 表 

1903年 明治 36年 2 月 聖学院神学校を設立する。 

1905年 38 年 11月 女子聖学院神学部を設立する。 

1906年 39 年 9 月 聖学院中学校を設立する。 

1908年 41 年 4 月 女子聖学院普通学部を設立する。 

1912年 45 年 4 月 中里幼稚園を設立する。 

1913年 大正 2年 4 月 女子聖学院家政学部を設立する。 

1920年 9年 10月 聖学院中学校財団法人聖学院を組織する。 

1926年 15 年 4 月 女子聖学院普通学部を本科、神学部を神学科、家政学部を高等家政科と改称する。 

1936年 昭和 11年 12月 女子聖学院財団法人女子聖学院を組織する。 

1938年 13 年 4 月 女子聖学院本科を高等女学科と改称する。 

1943年 18 年 4 月 中里幼稚園を女子聖学院附属幼稚園と改称する。 

1947年 22 年 4 月 学制改革に伴い聖学院中学校を設立する。 

1947年 22 年 4 月 学制改革に伴い女子聖学院中学部を設立する。 

1948年 23 年 4 月 学制改革に伴い聖学院高等学校を設立する。 

1948年 23 年 4 月 学制改革に伴い女子聖学院高等部を設立する。 

1951年 26 年 3 月 私立学校法施行に伴い聖学院中学校・高等学校、女子聖学院中学部・高等部・附

属幼稚園を含む学校法人聖学院を組織する。 

1960年 35 年 2 月 女子聖学院小学部、東京都知事より設置認可を受ける。 

1960年 35 年 4 月 女子聖学院小学部を設立する。 

1966年 41 年 5 月 女子聖学院中学部・高等部・小学部・附属幼稚園の名称を女子聖学院中学校・高

等学校・聖学院小学校・聖学院幼稚園と改称する。 

1967年 42 年 1 月 女子聖学院短期大学英文科、文部大臣より設置認可を受ける。 

1967年 42 年 4 月 女子聖学院短期大学英文科を設立する。 

1968年 43 年 2 月 女子聖学院短期大学国文科、文部大臣より設置認可を受ける。 

1968年 43 年 4 月 女子聖学院短期大学国文科を増設する。 

1975年 50 年 1 月 女子聖学院短期大学児童教育学科、文部大臣より設置認可を受ける。 

1975年 50 年 4 月 女子聖学院短期大学児童教育学科を増設する。 

1978年 53 年 2 月 女子聖学院短期大学附属幼稚園、埼玉県知事より設置認可を受ける。 

1978年 53 年 4 月 女子聖学院短期大学附属幼稚園を設立する。 

1987年 62 年 12月 聖学院大学政治経済学部政治経済学科、文部大臣より設置認可を受ける。 

1988年 63 年 4 月 聖学院大学政治経済学部政治経済学科を設立する。 

1990年 平成 2年 9 月 米国法人聖学院アトランタ国際学校を設立する。 

1991年 3年 12月 聖学院大学人文学部欧米文化学科・児童学科、文部大臣より設置認可を受ける。 

1992年 4年 4 月 聖学院大学人文学部欧米文化学科・児童学科を設立する。 

1993年 5年 5 月 女子聖学院短期大学附属幼稚園の名称を聖学院みどり幼稚園と改称する。 

1995年 7年 3 月 女子聖学院短期大学児童教育学科、文部大臣より廃止認可を受ける。 

1995年 7年 12月 聖学院大学大学院政治政策学研究科政治政策学研究専攻、文部大臣より設置認可

を受ける。 

1996年 8年 3 月 米国法人聖学院アトランタ国際学校、文部大臣より在外教育施設の認定を受ける。 

1996年 8年 4 月 聖学院大学大学院政治政策学研究科政治政策学研究専攻を設立する。 

1997年 9年 12月 聖学院大学人文学部日本文化学科・人間福祉学科、文部大臣より設置認可を受け

る。 

1998年 10 年 4 月 聖学院大学人文学部日本文化学科・人間福祉学科を増設する。 

1998年 10 年 12月 聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科アメリカ・ヨーロッパ文化

学専攻、文部大臣より設置認可を受ける。 

1999年 11 年 4 月 聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科アメリカ・ヨーロッパ文化

学専攻を設立する。 

1999年 11 年 10月 聖学院大学政治経済学部コミュニティ政策学科、文部大臣より設置認可を受ける。 

2000年 12 年 4 月 聖学院大学政治経済学部コミュニティ政策学科を増設する。 

2000年 12 年 12月 聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科アメリカ・ヨーロッパ文化

学専攻博士(後期)課程、文部大臣より設置承認を受ける。 
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年 表 

2001年 13 年 3 月 女子聖学院短期大学、文部科学大臣より廃止認可を受ける。 

2001年 13 年 4 月 聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科アメリカ・ヨーロッパ文化

学専攻博士(後期)課程を設立する。 

2003年 平成 15年 4 月 米国法人聖学院アトランタ国際学校、Winters Chapel Road に移転する。 

2004年 16 年 2 月 聖学院大学人間福祉学部児童学科・人間福祉学科、設置届が文部科学省に受理さ

れる。 

2004年 16 年 4 月 聖学院大学人文学部を聖学院大学人文学部欧米文化学科・日本文化学科と、聖学

院大学人間福祉学部児童学科・人間福祉学科とに改組する。 

2005年 17 年 12月 聖学院大学大学院人間福祉学研究科人間福祉学専攻、文部科学大臣より設置認可

を受ける。 

2006年 18 年 4 月 聖学院大学大学院人間福祉学研究科人間福祉学専攻を設立する。 

2012年 24 年 4 月 聖学院大学人間福祉学部こども心理学科を設立する。 

聖学院みどり幼稚園の名称を聖学院大学附属みどり幼稚園と改称する。 

2014年 26 年 4 月 聖学院大学政治経済学部政治経済学科とコミュニティ政策学科を一体化して再編

する。 

2017年 29 年 4 月 聖学院大学附属みどり幼稚園の名称を聖学院みどり幼稚園と改称する。 

2018年 30 年 4 月 聖学院大学人間福祉学部児童学科を人文学部児童学科に改組する。 

聖学院大学心理福祉学部心理福祉学科を開設する。これに伴い人間福祉学部こど

も心理学科、人間福祉学科の募集を停止する。 

2018年 30 年 6 月 米国法人聖学院アトランタ国際学校を閉校する。 
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神学科 
 普通学部（本科） 

聖学院中学校 聖学院高等学校 
1947.1948 

〈学制改革〉 女子聖学院中学部 女子聖学院高等部 

女子聖学院小学部 

女子聖学院 
    中学校 

女子聖学院 
   高等学校 

聖学院小学校 聖学院幼稚園 

聖学院 
 中学校 

聖学院 
   高等学校 

聖学院大学 

聖学院大学大学院 

聖学院みどり 
      幼稚園 

女子聖学院高等学校 

聖学院小学校 

聖学院幼稚園 

女子聖学院中学校 
1966

女子聖学院短期大学 
         英文科 

1967
 
国文科 
1968

児童教育学科 
1975

短大付属幼稚園 
1978

聖学院大学 
      政治経済学部 

1988

人文学部 
1992

聖学院ｱﾄﾗﾝﾀ 
    国際学校 

1990

聖学院大学大学院 
1996

人間福祉学部 

聖学院ｱﾄﾗﾝﾀ 
国際学校 閉校 

2018

心理福祉学部 

（2019年4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

  

米国  キリスト教 ディサイプルス教会  Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｃｈｕｒｃｈ （Ｄｉｓｃｉｐｌｅｓ ｏｆ Ｃｈｒｉｓｔ） 

米国ﾃﾞｨｻｲﾌﾟﾙｽ派宣教師 
   ジョージ．Ｔ．スミス夫妻  チャールズ．Ｅ．ガルスト夫妻 来日 

1883

石川角次郎 帰国 
米国でﾃﾞｨｻｲﾌﾟﾙｽ教会に所属 
帰国後 学習院 教授 
聖学院中学校 初代校長 
英語夜学校 校長 

1892

米国ﾃﾞｨｻｲﾌﾟﾙｽ派宣教師 
ハーヴェイ．Ｈ．ガイ博士来日 
   聖学院 設立者 
   初代神学校 校長 

1893

米国ﾃﾞｨｻｲﾌﾟﾙｽ派宣教師 
 バーサ．Ｆ．クローソン着任 
   女子聖学院設立者 
      初代 院長 

1898

1917

2004 

1998 

1960

聖学院大学附属 

みどり幼稚園 

聖学院みどり幼稚園 

聖学院神学校 
1903

聖学院英語夜学校 
1904

女子聖学院（神学校） 
1905

聖学院中学校 
1906

女子聖学院 
神学部 普通学部 

1908

財団法人 聖学院 
1920

青山学院神学部に合併 
1923

青山学院神学部に合併 
1926

女子聖学院高等家政科 
            本科 

1926

財団法人 女子聖学院 
1936

女子聖学院付属幼稚園 
1943

東京神学大学 
1949

中里幼稚園 
1912

音楽科 
1914

家政科 
1913

学校法人 聖学院（私立学校法施行） 
1951 

1993 

2012 

聖学院みどり幼稚園 
2017 

2018 
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２．役員・教職員の概要

【役員】（○印は評議員兼務者） 【評議員】（理事兼務者を除く）

理事 理事長 ○ 清水　正之 平　　修久
理事 ○ 山口　　博 城築　昭雄
理事 ○ 角田　秀明 田村　一秋
理事 ○ 佐藤　　慎 田村  　幸
理事 ○ 山川　秀人 本田　ゆかり
理事 ○ 清水　広幸 前田　和則
理事 ○ D.バーガー 坂村　哲也
理事 ○ 永渕　光恵 秋谷　大輔
理事 ○ 加藤　　順 栗原　治代
理事 ○ 大蔵　浩之 三枝　正和
理事 ○ 村瀬　聰子 山田  　隆
理事 ○ 標　　宣男 今井　邦枝
理事 ○ 東野　尚志 勝倉　雄二
理事 ○ 安藤　　守 原　　  均

本橋喜久子
監事 監事 髙 　克典 小山　浩史

監事 柴田　史子 E.D.ｵｽﾞﾊﾞｰﾝ
監事 朝居　  稔 髙橋　  潤

木村　徹朗

【教職員の概要（本務）】
大学教員 97
中高教員 114
小幼教員 32
教員計 243

職員 119
※ 教職員数は2019年５月１日現在(大学院ならびに総合研究所教員は大学教員の内数）

所在地 学校法人聖学院
〒114-8574　東京都北区中里3-12-2

聖学院大学・聖学院大学大学院
〒362-8585　埼玉県上尾市戸崎1-1

聖学院中学校・高等学校
〒114-8502　東京都北区中里3-12-1

女子聖学院中学校・高等学校
〒114-8574　東京都北区中里3-12-2

聖学院小学校
〒114-8574　東京都北区中里3-13-1

聖学院幼稚園
〒114-8574　東京都北区中里3-13-2

聖学院みどり幼稚園
〒331-0045　埼玉県さいたま市西区内野本郷820

校外施設 塩谷コミュニティセンター
〒329-2338 

栃木県塩谷郡塩谷町風見山田

（2018年6月1日現在）
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【大学・学部】
学部 学科 入学定員 収容定員 学生数

政治経済学科 160 640 662
コミュニティ政策学科 0 0 3

小計 160 640 665
欧米文化学科 80 320 209
日本文化学科 80 320 331
児童学科 100 100 70

小計 260 740 610
児童学科 0 300 208
こども心理学科 0 240 100
人間福祉学科 0 240 157

小計 0 780 465
心理福祉学部 心理福祉学科 120 120 131

合計 540 2,280 1,871
心理福祉学部心理福祉学科は2018年度に新設
人文学部児童学科は2018年度に新設
人間福祉学部児童学科、こども心理学科、人間福祉学科は2018年度募集停止
コミュニティ政策学科は2014年度募集停止

【大学院】
研究科 課程 入学定員 収容定員 学生数

政治政策学研究科 修士課程 10 20 26
博士前期課程 5 10 6
博士後期課程 5 15 9

小計 10 25 15
人間福祉学研究科 修士課程 10 20 6

合計 30 65 47

【高等学校】
入学定員 収容定員 生徒数

聖学院高等学校 195 585 408
女子聖学院高等学校 200 600 384

合計 395 1,185 792
聖学院高等学校は2007年度入学定員減実施
〔2006年度以前入学定員230名→2007年度以降入学定員195名〕

【中学校】
入学定員 収容定員 生徒数

聖学院中学校 195 585 465
女子聖学院中学校 200 600 379

合計 395 1,185 844
聖学院中学校は2007年度入学定員増実施
〔2006年度以前入学定員160名→2007年度以降入学定員195名〕

【小学校】
入学定員 収容定員 生徒数

聖学院小学校 80 480 435

【幼稚園】
収容定員 園児数

聖学院幼稚園 140 121
聖学院みどり幼稚園 160 92

合計 300 213
聖学院幼稚園は2013年度収容定員減実施
〔2012年度以前収容定員200名→2013年度以降入学定員140名〕

収容定員 学生生徒数等
5,495 4,202

在籍児童園児数 66
2018年6月閉校

（2018年5月1日現在）

聖学院アトランタ
国際学校

３．設置する学校の名称および入学定員と学生数     

政治経済学部

人文学部

人間福祉学部

アメリカ・ヨーロッ
パ文化学研究科

法人計
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【付置研究所等】 

 
 
 
 
 

 
 

聖学院大学 

総合研究所 

センター名称 研究センター・研究室・グループ名称 

 

 

文化総合研究センター 

韓国長老会神学大学校との学術交流による研究〈日韓神学者会議〉 

神学学術研究（組織神学研究） 

日本文化学研究（グローバリゼーションと日本文化研究） 

ラインホールド・ニーバー研究 

税法研究（埼玉税法研究） 

 
 

心理福祉総合研究センター 

人間福祉学研究（福祉のこころ研究） 

スピリチュアルケア研究 

カウンセリング研究 

牧会心理研究 

こども心理学研究 

 

教育総合研究センター 

児童学研究（〈児童〉における｢総合人間学｣の試み研究） 

コンプライアンス研究（競争的資金獲得・コンプライアンス促進のための研究） 

基礎総合教育研究（アクティブ･ラーニング研究） 

 

【リレーションズ・総合研究所補助活動事業】 

心理相談室グリーフケア・ルームおよび牧会電話相談（カウンセリング研究センター） 

人間福祉スーパービジョンセンター（人間福祉学研究センター） 

聖学院キッズ・イングリッシュ（幼稚園児・小学生対象英語教室） 

聖学院大学出版会 
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４．学校法人聖学院組織図                       （2018年7月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※1…2018年4月より募集停止                                           
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聖学院大学 
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政治経済学部

人文学部 

人間福祉学部※1 

心理福祉学部 

ｱﾒﾘｶ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ

文化学研究科 

政治政策学 

研究科 

人間福祉学 

研究科 

聖学院みどり幼稚園 

情報センター 

聖学院ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ 

監査室 

総合研究所  

学院広報センター 
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聖学院教育憲章 

 

 聖学院は間もなく創立百周年を迎えます。アメリカのミッショナリたちによる献身的奉

仕を継承し、第二次大戦中は迫害をも耐え抜いて「神を仰ぎ人に仕う」精神を貫き、今日

では幼稚園から大学・大学院、そしてアメリカに聖学院アトランタ国際学校をもつまでに

至りました。 

 1945年の敗戦を機に「日本国憲法」と「教育基本法」が制定公布され、「人類の多年に

わたる自由獲得の努力の成果」（憲法97条）の恩恵を日本国民も享受するに至りました。

聖学院は、この二つの根本規範が奇しくもキリスト教を基盤とする学院本来の教育目標と

合致することを見いだし、その理想を実現することをもって学院の教育的使命としてきま

した。それは、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと

努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」という国民的願望を教育によっ

て達成するためです。 

 21世紀に入り、国の内外を問わず多くの深刻な問題が発生する中で、教育の重要性はま

すます広く深く認識されてきました。この時わが国と人類の将来にかかわる教育の方向を

誤ってはなりません。聖学院は過去百年の間守り続けてきた教育の基本精神を明らかにし、

同時に現代の諸問題と取り組んで、いかによき未来を開拓すべきかを、過去三ヵ年に及ぶ

聖学院教育会議で検討してまいりました。いまここにその成果をまとめ、聖学院教育憲章

として宣言いたします。 

［聖学院教育の根本目的］ 

 聖学院は、日本国憲法（1946年制定）と教育基本法（1947年制定）に示された理想の実

現を図り、将来の日本および国際社会に貢献する人間を育成することを教育の根本目的と

します。 

［聖学院教育の理念］ 

 聖学院は、一人ひとりが神からかけがえのない賜物を与えられているという確信に基づ

き、それぞれの固有な賜物を発見することを助け、個人の人格の完成へ導く教育をします。

聖学院教育はナンバーワン教育ではなく、オンリーワン教育であり、そしてそれはオンリ

ーワン・フォー・アザーズ（他者のために生きる個人）の教育です。 

［聖学院教職員の自己革新］ 

 聖学院教職員は、「仕えられるためではなく、仕えるためにきた」と言われたキリスト

の模範にしたがい、人々に最も良く仕える者こそが社会を導いていくとの確信のもとに、

サーヴァント・リーダーシップをもって責任を果たすため自己革新に努めます。 

 

以上ここに宣言いたします。 

2002年11月14日 聖学院教育会議 
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聖学院大学の理念 

第１条 本大学は、プロテスタント・キリスト教の精神に基づき、自由と敬虔の学風によ

って、真理を探究し、霊的次元の成熟を柱とした全体的な人間形成に努め、人類世界

の進展に寄与せんとする者の学術研究と教育の文化共同体である。 

第２条 本大学は、プロテスタント・キリスト教の伝統に即してなされる礼拝を生命的な

源泉とする。礼拝においては、聖書と宗教改革者が証する福音が語られ、そこから大

学共同体にとっての生命である研究と教育のための自由と責任、及び伝道への活力、

さらに本大学の伝統を継承し新たに創造する喜びと熱意とが与えられる。 

第３条 プロテスタント・キリスト教は、特に近代世界の成立と展開に独特な貢献を果し

てきたが、それゆえまた、現代社会において固有な責任を負っている。本大学は真剣

な学術研究と生きた教育、霊的強化とを通して、このプロテスタント・キリスト教の

現代文化に対する責任という世界史的課題を大学形成において遂行し、希望ある世界

の形成に寄与せんとする。 

第４条 本大学は、日本におけるプロテスタント・キリスト教の伝統及びその信仰的、文

化的、教育的貢献に連なるとともに、その労苦と苦心の経験に虚心に学び、その信仰、

文化、教育活動の新しい進展のために努力し、日本社会に対し新たな指標を打ち立て

ようとする。そのため、福音的プロテスタント諸教会の協力を仰ぐとともに、とりわ

け、かつての聖学院神学校が合流している東京神学大学との協力関係を密にする。ま

た、広く内外のプロテスタント諸大学と相互協力の関係も樹立する。 

第５条 本大学は、「現代文化の諸問題とキリスト教の課題」等の問題を研究する機会を

提供し、開かれた大学として、プロテスタント・キリスト教の精神をもって国際化し

た時代と激動する社会、及び地域の問題にも積極的に取組み、創造的な活動をするこ

とによって、そのキリスト教的、文化的特色を発揮することを期する。 

第６条 本大学は、学校法人聖学院の設立による諸学校との精神的、財政的な一体性の中

にある。また教育的にそれぞれ独自の位置と課題を尊重しつつ、それらとの密接な関

連、協力の関係を持ち、聖学院全体の一貫教育の高等教育段階を担う。 

第７条 以上の理想のために、本大学に働くすべての教職員は、互いの人格を尊重し、各

自の持ち場においてそれぞれにふさわしい責任を自発的かつ積極的に遂行するととも

に、キリスト教的な愛と謙遜と熱意とをもって互いに協力し合うことが期待される。 

第８条 教授は、福音的自由と真理への畏敬の念を持って、学問的探究に鋭意努力し、そ

の研究と教育を通して、時代の課題に積極的に応えつつ、新しい世代の知的、実践的、

霊的次元での育成に努め、本大学の精神、学問、伝統の確立と継承、及び新たな創造

に努めることが期待される。 

第９条 学生は、知的、実践的のみならず霊的次元において成熟し、かつ専門の学問の研

鑽とその応用力の修得に努め、現代社会の課題に取組み、明日の社会を担い得る教養

と良識とを身につけ、豊かで個性的な人格形成に努めることが期待される。 

第 10 条 本大学は、以上の理念に基づくことによって、いかなる種類の組織体やイデオロ

ギーの支配も介入も許さず、また私的並びに集団的な暴力による破壊や妨害を許さな

い。 

（1988 年 4 月 1 日施行） 
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聖学院百周年聖約 

 

 主の年2003年から2006年まで聖学院は創立から百周年を記念し、学校法人聖学院として

心をひとつにし、創立の理想を回顧し、また来る百年を展望する機会をもってきた。日本

の現状を顧みるとき、敗戦後外面的復興によって隠蔽されてきた内面的間題が今や人間や

家庭の崩壊となって現象し、重い教育課題として迫っている。この課題と真っ向から取り

組み日本の未来に希望をつくり出すことはとくにミッション・スクールの使命であると言

わねばならない。学校法人聖学院は、聖学院が主と仰ぐ神の前に、この使命達成のため新

しい百年に向かって教育のために召された聖約共同体として自己を形成し、法人全体一致

協力して使命を担い、主の栄光をあらわすよう努めることを、ここに厳粛に聖約する。 

2006年８月 学校法人聖学院理事会合宿一同 

 

第二次聖学院教育会議聖約 
 

 第二次教育会議にあたり、「聖学院百周年聖約」を改めて確認し、その使命達成のため

に、聖学院は、「祈り」のある学校として「聖」学院となり、日本社会に垂直次元を証し、

現代の重い教育課題と取り組んでいくことを、ここに厳粛に聖約する。 

2007年８月 第二次聖学院教育会議出席者一同 

 

第二次聖学院教育会議第３回会同宣言文 

 

 聖学院教職員一同は、これまでの教育会議において聖約共同体として自らを形成しつつ、

人格・人権の重視、生命の尊重を基礎とした教育を実践する決意をともにしてまいりまし

た。人格関係が崩壊し、異常な犯罪が続出しつつある今日、私たち聖学院の関係者すべて

が、第二次聖学院教育会議第３回会同にて以下のことにおいて一致し、宣言いたします。 

 教職員は自らを聖約共同体の一員として自覚し、硬直化しがちな制度・システムを弾力

的に運用していくことで、学生・生徒・児童・園児（以下「生徒たち」という）が、常に

新たに自己成長を達成できるよう、教育の実をあげることを目指します。 

 このため、私たちは、教職員のみならず保護者も同窓生もともに自ら良き教育共同体と

成って、生徒たちのための人格的な交わりを形成していくことに奉仕をいたします。この

歩みの中で、生徒たちが自ら良き生活習慣やコミュニケーションを身につけていくことを、

私たちは期待します。この課題を果たしていくことで、私たち聖学院の関係者すべてが祈

りと心を一つにし、グローバルな市民社会の真の担い手として献身していくことを聖約い

たします。 

2008年８月５日 第二次教育会議第３回会同出席者一同 

 

第二次聖学院教育会議第４回会同宣言文 

 

 私たち聖学院教職員一同は、創立百周年を記念して、戦後日本社会が抱える人間の内面

的問題を教育問題として取り組むことを聖約してまいりました。この内面的問題は、今や

現代社会に異常な犯罪として現れているだけでなく、日本社会の人間の心の闇として重く

広がっております。 
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 私たちは、学生・生徒・児童・園児（以下「生徒たち」という）が負うすべての重荷を

共に担うとともに、生徒たちに与えられている賜物を大きく豊かに生かすために、常に生

徒たちを深く知り、新たに私たち自身を成長させ、恒常的な教育改革に取り組むことに努

めます。 

 私たちは、この使命を神から託された召命と確信し、自らこの目的のために献身し、聖

学院を聖約共同体として形成してまいります。 

 教職員のみならず保護者も同窓生もともに「聖学院教育憲章」に立ち、この課題を果た

していくことをとおして日本社会の根本問題と取り組むことを、本日の第二次聖学院教育

会議第４回会同において、ここに聖約いたします。 神よ、御導きあれ。 

 2009年８月４日 第二次聖学院教育会議第４回会同出席者一同 

 

第二次聖学院教育会議第５回会同宣言文 

 

私たち聖学院教職員一同は、「競争社会」においてますます格差が拡大する中で、神から

人に与えられている固有の賜物が生かされず、人が切り捨てられ、生きる力を喪失し自ら

命を断っていく現代日本社会の状況に心を痛めます。 

私たちは、この現況に対し、100年の歩みを積み重ねてきた聖学院本来の教育の原点に立

ち、学院各校の枠を超え一貫して、園児・児童・生徒・学生（以下「生徒たち」という）

が神より愛されていることに気づき、オンリー・ワン・フォー・アザーズの精神を身につ

けるよう育みます。生徒たち、教職員が共に、この社会において想いを共有しつつ共に生

きる喜びの共同体を創っていき、その中で生きる力が神から与えられていることを確信す

ることこそ、現代「競争社会」への応えです。 

教職員のみならず保護者や同窓生が共に、「聖学院教育憲章」に基づく上記使命を神から

託された聖なる召命と確信し、この目的のために献身していくことを、ここに聖約いたし

ます。 

神よ、私たちの歩みをお導きください。 

2010年８月４日 第二次聖学院教育会議第５回会同出席者一同 

 

第三次聖学院教育会議宣言文 

 

今、日本社会はあの3月11日の大震災後の苦悩の中におります。主よ、被災に苦しむ

方々と私たちのこの国を憐れんでください。 

私たちは、この大震災をひたすら強者の国を目指してきた日本国の第二の挫折体験とし

て受け止めます。主イエス・キリストは、苦難は誰かが罪を犯したからではなく神のみわ

ざがあらわれるためである、と言われました。私たちはこの教えを希望の光とします。聖

学院教職員一同は、格差拡大の「競争社会」でなく、お互いの痛みを共有し、その賜物を

分かち合い、助け合って生きる「協力社会」を形成し、その社会に貢献する人間の教育に

献身していくことを目指します。 

教職員のみならず保護者や同窓生もともに、「聖学院教育憲章」に基づくこの使命に、

神から託された聖なる召命として献身していくことをここに聖約いたします。 

2011年８月４日    第三次聖学院教育会議出席者一同 

11



 

学校法人聖学院 倫理綱領 
 

 学校法人聖学院（以下本法人という）は、「神を仰ぎ人に仕える」キリスト教教育共同体で

あることに鑑み、末永く存立・発展していくために、「学校法人聖学院倫理綱領」（以下本倫

理綱領という）を制定する。 

 

（目的） 

第１条 本倫理綱領は、本法人の理事及び監事をはじめ全教職員の行動規範が、「寄附行為」

第３条及び「聖学院教育憲章」（以下「教育憲章」という）全3カ条、さらに聖学院大学関

係者については「聖学院大学の理念」全10カ条に基づくことを各人が認識し、年度ごとの具

体的使命達成目標を自覚することにより、本法人の建学の精神を各人の担当責任分野におい

て考え方、行動に具現化していくキリスト教教育共同体を形成することを目的とする。 

 

（行動規範） 

第２条 前条の責務を負う理事及び監事はもちろん、全教職員は、教育機関に所属する者とし

ての高貴な倫理観から良識と責任のある言動をとる。 

２ 理事、監事及び全教職員は、学内外において、本法人の宣揚に努め、本法人の名誉および

信用を傷つける行為をせず、また根拠のない無責任な虚偽情報に惑わされず、適切な情報伝

達と守秘義務の遵守及び情報モラルの確立に努める。 

３ 理事、監事及び全教職員は、本法人の資産及び資源を適正に管理・運営し、公私の区別を

厳格にして私的利益のために用いない。 

４ 理事、監事及び全教職員は、常に世代継承及び後継者育成を意識して努力する。 

 

（理事及び監事の責務） 

第３条 理事及び監事は、本倫理綱領を体現することが自らの役割であることを自覚しかつそ

の使命を自ら率先して積極的に引き受け、以下各号の精神を遵守しつつ、高潔な倫理観と高

邁な精神をもって、理事は学校法人の経営にあたり各校発展のヴィジョンの構築及び各校の

人員・組織の活性化並びに財政基盤の強化及び財政状態の安定化に努め、監事は学校法人の

会計監査、業務監査及び教務監査に当たるものとする。 

（１）本法人に委ねられた園児・児童・生徒・学生（院生を含む）及び彼らに奉仕する教職

員の心身霊性を守り、その家庭の幸せのために尽力すること。また本法人傘下各校所在

の近隣をはじめ地域の福利向上、安全に協力すること。 

（２）財的、権限的乱用を一切しないことはもちろん、差別行為及び一切のハラスメント行

為をしないよう意識し、常に気品ある言葉遣い及び態度に努めること。 

（３）責任回避を一切せず、結果責任を常に意識すること。 

（４）自分が属する組織・機関の立場を十分発言するとともに、常に全体の代表者であるこ

とを自覚してその特定の利害や主張をいたずらに代弁しないこと。 

（５）いかなる機関に関わるものであろうと口利き行為を自粛すること。 

（６）定年を率先して遵守するとともに、出処進退を常にわきまえること。 

（７）立場を異にする考えにも常に傾聴するとともに、一方、国家その他の組織、機関、集

団ならびに特定の個人からの不当な圧力には一切屈しないこと。また、反社会的勢力や

反社会的勢力との関係を疑われかねない勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関

係を持たず、不当な要求には一切応じないこと。 
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２ 理事及び監事は、本法人の「教育憲章」、「就業規則」及び本倫理綱領の精神を率先して

実行し、全教職員の模範として学内に影響を与える者であることを自覚する。 

３ 理事は、本法人の「教育憲章」或いは「就業規則」に反する重大な事態が発生したときに

は、本法人の経営トップとして積極的に問題解決に当たり、原因究明と再発防止に努めると

ともに迅速かつ的確な情報公開と説明責任を遂行し、状況によっては自らを含めて厳正な処

分を行うことをためらわないものとする。 

 

（コンプライアンスの原則） 

第４条 理事、監事及び全教職員は、本法人がキリスト教教育共同体であり、また社会の公器

としての役割を担うものであることを自覚し、キリスト教学校としての諸規程、諸規則等を

含む諸規範並びに関連する法令、条例、その他の諸法規を遵守することとする。 

 

（各校の倫理綱領遵守への期待） 

第５条 本倫理綱領の精神及び敷衍された倫理規範は、各校の教職員に具体的に遵守されるこ

とが期待される。 

 

2013 年 5月 27 日学校法人聖学院理事会出席者一同 
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Ⅱ 事業報告 

 

１．教職員を取り巻く環境の変化 

（１）2018 年度の役員および管理者就任は以下のとおりである。 

≪役員≫ 

監事：朝居 稔（税理士） 

≪管理者≫ 

①学校法人 聖学院 

・事務総局長：山川 秀人（みどり幼稚園長兼務） 任期 2018 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

②聖学院大学 

・副学長：平 修久 任期 2018 年 4 月 1 日～2020 年 3月 31 日 

・学長補佐：渡邉 正人 任期 2018 年 4 月 1 日～2020 年 3月 31日 

・学長補佐：小池 茂子 任期 2018 年 4 月 1 日～2020 年 3月 31日 

・大学チャプレン：柳田 洋夫 任期 2018 年 4月 1 日～2022 年 3月 31 日 

・政治経済学部長/政治政策学研究科長：髙橋 愛子 任期 2018 年 4月 1日～2020 年 3月 31日 

・人文学部長/ｱﾒﾘｶ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化学研究科長：清水 均 任期 2018 年 4月 1 日～2020 年 3月 31日 

・心理福祉学部長（人間福祉学部長）/心理福祉学研究科長：古谷野 亘  

任期 2018年 4月 1日～2020年 3月 31日 

③女子聖学院中学校・高等学校 

・校長：山口 博 任期 2018 年 4月 1日～2022 年 3月 31 日 

・副校長：木村 徹朗 任期 2018 年 4月 1日～2019 年 3 月 31 日 

・教頭：塚原 隆行 任期 2018 年 4 月 1 日～2022 年 3月 31 日 

・校長補佐：城築 昭雄 任期 2018 年 4 月 1 日～2020 年 3月 31日 

④聖学院幼稚園 

・園長補佐：田村 幸 任期 2018 年 4月 1日～2020 年 3 月 31 日 

・主幹：小久保 京子 任期 2018 年 4月 1日～2020 年 3 月 31 日 

（２）２０１８年度財政再建を中心とした「聖学院ビジョンレポート」（中期計画）として、６項目

（教育、財政、施設・設備、人材・組織、IT、広報）のビジョンが提示され、理事長室会議等

により各項目について具体的なプランを検討してきた。特に人材・組織ではプロジェクトチー

ムにより事務職員の２０２０年度開始に向けた人材育成、給与構造改革に取り組んでいる。ま

た、「働き方改革関連法」の閣議決定により２０１９年度に向けた対応を検討している。その

他、就業規則等の規程関係を順次改訂および制定している。 

（３）働き方改革の推進の一環として事務職員人事制度・給与制度の抜本的な見直しをめざして検討

を開始し、２０１９年度より事務特任職員・嘱託職員制度の見直しとそれに伴う新職種・職層

の導入等を実施した。 
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２．教育環境の整備 

（１）主な改修工事、購入等 

①主な施設設備 

≪建物関係≫ 

【聖学院大学】 

・大学旧部室棟買取 TOWN21 MkⅡ：２，５９２，０００円 

・２号館 防災盤設置（火災受信機）：１，１２９，１５３円 

・７号館 防災盤設置（火災受信機）：１，１２２，６１０円 

・２号館２階南側 自動扉設置：２，６６４，５７０円 

・４号館２階西側 自動扉設置：２，２３８，２１１円 

【聖学院中学校・高等学校】 

・エレベーター既存不適格改修工事：７，１２２，６００円 

・本館南面窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事：６，３８８，５６７円 

・中学棟１，２，３階トイレ洋式化工事：２，５４３，７２４円 

【女子聖学院中学校・高等学校】 

・本館エアコン室外機（東側）：６９４，１１６円 

・サーバー室空調設備（パッケージエアコン）：６００，７１４円 

・GHP 空調設備：８４，２４０，０００円（割賦購入）  

※今年度支払額１１，２３２，０００円 

・スロープ工事（バリアフリー対策）：５７２，４００円 

 

≪構築物≫ 

【聖学院大学】 

・陸上競技場コンクリートブロック塀：９９９，９７２円 

 

≪教育研究用機器備品/管理用機器備品≫ 

【法人部門】 

・Ｗｅｂ財務用サーバー：２８４，２５６円 

【聖学院大学】 

・ネットワーク帯域制御装置：６，６８７，３６０円  

※ファイナンスリース資産（今期２２２，９１２円） 

・複合機 １４台 教育 リース資産：１２，９６９，３６０円  

※ファイナンスリース資産（全額未払） 

 ・複合機 ７台 管理 リース資産：５，９１０，４８０円  

※ファイナンスリース資産（全額未払） 

・２２０１・２２０２教室 プリンタ複合２台（心理福祉学科）：１，０１３，２４２円 
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【聖学院中学校・高等学校】 

・電子黒板プロジェクター １０台 EB-685WT：１，９９８，０００円 

・学内ネットワークルーター：１，９９８，０００円 

・掲示板 卒業対策委員より現物寄付：１，６０１，９２６円 

・複合機 １台 教育 リース資産：５９６，３４０円  

※ファイナンスリース資産（全額未払） 

・勤怠管理システム １セット：３１５，３６０円 

【女子聖学院中学校・高等学校】 

・ヤマハグランドピアノＣ５Ｘ（音楽室）：２，６７１，７８０円 

・教務システムサーバー一式：２，２５８，３８８円 

・勤怠管理システム １セット：３１５，３６０円 

【聖学院小学校】 

・１３インチ MacBook Pro ２台：３３６，０９６円 

・複合機 ３台 教育 リース資産：３，０４０，３２０円 

 ※ファイナンスリース資産（全額未払） 

・勤怠管理システム １セット：３１５，３６０円 

【聖学院幼稚園】 

・複合機 １台 教育 リース資産：６２８，７４０円  

※ファイナンスリース資産（全額未払） 

【聖学院みどり幼稚園】 

・園児用机１１台＠２５，０００フレーベル館：２７９，８６０円 

・複合機 ２台 教育 リース資産：１，２６８，４００円  

※ファイナンスリース資産（全額未払） 

・勤怠管理システム １セット：３１５，３６０円 

【聖学院総合研究所】 

・複合機 １台 教育 リース資産：７１２，５６０円  

※ファイナンスリース資産（全額未払） 

 

②主な修繕費 

【聖学院大学】 

・７号館屋上防水修繕工事：５，３７８，４００円  

・４号館変電室動力トランス交換 一式：１，９６５，６００円 

・１号館湧き水排水改修：３，２４４，９６８円 

・陸上競技場直走路修繕：１，０８０，０００円 

【聖学院中学校・高等学校】 

・中学棟階段室塗装工事：２，８７８，４７０円 

・本館１階、地下１階 廊下照明 LED 化工事：１，４１０，０４８円 

・中学棟 誘導灯及び非常灯交換工事：２，１９２，４００円 

・本館及び中学棟教室 ファンコイル更新工事：６，４８０，０００円 
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【女子聖学院中学校・高等学校】 

・保護樹木他剪定：１，９４４，０００円 ※北区保護樹木等助成金対応 

・本館受水槽ＦＭバルブ：８１０，０００円 

【聖学院小学校】 

・屋上室外機の修繕２０１７年７月雹災害による現状復帰：１３，３９４，１６０円 

・体育館・階段室漏水補修工事：９，９９１，０８０円 

【聖学院幼稚園】 

・屋上室外機の修繕２０１７年７月雹災害による現状復帰：２，５１７，６９６円（教育） 

・屋上室外機の修繕２０１７年７月雹災害による現状復帰：１６０，７０４円（管理） 

・屋上西側アルミ手摺既設撤去設置工事台風被害による：２，４３０，０００円 
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３．聖学院各学校の主な事業 

 

【聖学院大学・聖学院大学大学院】 

（１） 記念事業 

① 11 月 24 日、総合図書館主催、聖学院大学総合研究所後援による創立３０周年記念イベ

ント「学術と音楽の集い：宗教改革５００＋１年」を二部構成で開催した。第一部は、

「多極化する社会とキリスト教の可能性」をテーマにGerhard Wegner氏と Johannes Wei 

氏による記念講演会が行われた。続いて第二部の音楽の集いでは、女声グループ「コロ

スタシア アネックス」を迎えてのコンサートが開かれた。 

② 12 月 16 日、北本市文化センターで開催された「図書館と県民のつどい埼玉２０１８」

の大学図書館部会の所蔵資料展示会に「創立３０周年 聖学院大学のあゆみ」をテーマに

出展した。 

③ 上尾市市政６０周年記念式典への参加協力について 

上尾市が市政６０周年を迎えるにあたり、10月 6日に記念式典が実施された。本学より、

平修久副学長・渡辺正人事務長・渡辺英人准教授が出席し、式典の出し物においては、

ダンス部がパフォーマンスを披露した。 

④ 「ボランティアの集い」の実施について 

2018 年 11 月 22 日に受賞した「ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰」を受け

て、受賞理由である 2000 年以降の活発な学生ボランティアの当事者である卒業生・在学

生・教職員を対象とした「ボランティアの集い」を、大学チャペル・エルピス食堂を会

場に 3月 21 日に実施した。当日は、在学生・卒業生・教職員合わせて９６名の参加者が

あり、聖学院大学のボランティアの過去・現在・未来について語り合った。 

⑤ 「釜石での出会いから始まった」の出版について 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を受け、本学では震災直後から岩手県釜石市における

復興支援活動や交流が続いている。釜石が 2019 年のラグビーワールドカップ開催という

一つの節目を迎えるため、釜石での出会いや活動を振り返り、釜石の方々への感謝の気

持ちを表すことを目的に標記書籍を作成した。作成に当たっては、学生・卒業生・教職

員総勢２９名が執筆を行った。 

（２） 新たなる教育事業への取り組み 

① 人文学部欧米文化学科、日本文化学科、児童学科における教職再課程認定（教務課） 

2018 年 4月に申請していた、人文学部欧米文化学科における中学校教諭一種・高等学校

教諭一種免許状（英語）、人文学部日本文化学科における同免許状（国語）、人文学部児

童学科における幼稚園教諭一種・小学校教諭一種免許状の教職再課程認定について、2019

年 1月 25 日付で文部科学大臣より認定を受けた。 

② 改組に伴う人文学部児童学科、心理福祉学部心理福祉学科の開始（教務課） 

2018 年 4月より、改組によって新たに人文学部児童学科、心理福祉学部心理福祉学科が

開設した。また 5月には文部科学省へ設置計画履行状況報告書を提出した。 

③ キッズかけっこ教室 in釜石の実施について 

釜石市との連携協定に基づき、陸上部による釜石市内の幼児を対象とした、「キッズかけ

っこ教室」を 9 月 1 日に実施した。当日は、ボランティアとして、本学学生３名、教職

員２名が関わり、かまいしこども園の園児２１名が参加した。 

④ ブックレット「ボランティア/市民活動と持続可能な世界(SDGs)」の発行について 

NPO 法人エコ・コミュニケーションセンターと連携し、大学生・高校生が SDGs を理解す

るために、さらには広くボランティア・市民活動実践者が自身の活動と SDGs との関係を

理解することができるブックレット（全 21 ページ）を作成した。今後、学生の研修用の

他、高校等での活用なども検討していきたい。 
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（３） 教育研究の整備 

① 学科別推薦図書コーナーを拡充し、全学科の推薦図書コーナーを開設した。 

② 基礎総合教育部と連携して、留学生向けの日本語学習コーナーを新設した。 

③ SDG’s コーナーを新設した。 

（４） 環境基盤の整備 

①  上尾市による避難所開設訓練を実施することから聖学院大学地震対策マニュアルを作成

した。 

②  劣化した防災盤（２・７号館）の更新工事、老朽化した７号館屋上の防水工事など施設

設備の補修をおこなった。また、車椅子で移動ができるように２号館２階（西側）及び

４号館２階（西側）に自動扉を設置した。学内に設置されている複数の AED をすべてレ

ンタルに切り替えた。 

③  図書館棟利用者用プリンター及びコピー機が KYOCERA 製に統一され、プリンター印刷と

コピー機での複写が、共通の印刷ポイントで利用できるようになった。 

④ UNIPA RX 導入 

UNIPA の最新版である「UNIPA RX」を導入した。近年の学生のスマートフォン所有状況

に対応し、UNIPA RX はスマートフォンの閲覧に適した画面設計がなされており、学生の

利便性が向上している。授業支援にかかわる機能も大幅に強化されており、Web 上の課

題提出機能の充実、新規コンテンツとして「クリッカー機能」や動画コンテンツ、テス

トなどをコースに沿って学習させる「コース学習機能」などが追加された。これらは準

備ができ次第、順次利用開始する予定。 

⑤  研究会、シンポジウム等における Web 申込の機能として Kintone の導入を行った。（総研） 

（５） 国際連携 

 ① 本学の学生１名が、アメリカ提携校のベサニー大学への秋学期半年間の交換留学を終え

帰国した。韓国の提携校湖西大学校から、春学期と秋学期の各学期に各１名の交換留学

生を受け入れた。 

② 春の長期休暇期間中、全学科対象の短期海外研修をオーストラリア(学生 3 名参加 41 日

間)において、海外インターンシップ(同1名参加22日間)をアメリカにおいて実施した。 

③  学科海外研修を、児童学科がオーストラリア(同 8名参加 28日間)において、人間福祉学

科がフィンランド(同 9名参加 6日間)において実施した。                       

④ 聖学院大学および長老会神学大学校（韓国）主催により、2018 年 11月 16 日に本学教授

会室にて「日韓神学シンポジウム２０１８（第８回日韓神学者学術会議）」を開催した。                       

⑤ 留学生が母国の文化を紹介する国際交流会を 6 月に 1Cafe で開催。在籍留学生４１３名

(5 月 1 日現在)となり、当日は約１５０名(教職員、日本人学生含む)が出席し盛会であ

った。 

⑥ 異文化体験をテーマにスピーチを行う日本語弁論大会を 12 月にチャペルで開催された。

７名がスピーチし、合計１０２名の出席であった。 

（６） 学生・教職員等の活躍 

①  意欲的に図書館活動を行ったライブラリー・アシスタントと図書館サポーター「セラエ

ノ」の学生及び全国大学ビブリオバトルで顕著な功績を挙げた学生に対して「聖学院大

学総合図書館長賞」が贈られた。 

② 第８７回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子 100ｍ（予選４位）、女子棒高跳決勝 

（２２位）、女子三段跳決勝（２３位）、女子砲丸投決勝（１７位）。２０１８日本学生個

人選手権大会 男子三段跳決勝（１３位）、女子 100ｍ予選（４位）、女子砲丸投決勝 

（２０位）。第３４回日本ジュニア陸上競技選手権大会 女子三段跳決勝（１３位）。  

第９７回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子２部 800ｍ準決勝（５位）、男子２部 

1600ｍリレー決勝（７位入賞）、男子２部三段跳決勝（２位入賞）、男子２部円盤投決勝

（７位入賞）、女子１部三段跳決勝（１０位）、女子１部砲丸投決勝（７位入賞）。第９１

回関東陸上競技選手権大会 男子 1600ｍリレー決勝（３位入賞）、男子やり投決勝（６
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位入賞）、女子砲丸投決勝（４位入賞）。第２９回関東学生新人陸上競技選手権大会 女

子 100ｍＨ決勝（６位入賞）、女子三段跳決勝（４位入賞）、女子やり投決勝（６位入賞）。

平成３０年度関東学生陸上競技連盟選抜合宿メンバーに女子投擲選手１名が選出された。 

③ 学生ボランティア団体と地元企業との連携実施について 

11 月 10 日、11 日の二日間、あげお産業祭に参加した学生ボランティア団体 Heart&Smile

が、地元企業である梅田スクリーン印刷（株）とコラボしてブースを出展した。学生が

考案した「上尾の魅力発見！」をテーマに巨大すごろくやストラックアウト、フォトブ

ース、SNS を活用した情報発信、上尾市のシンボルである樫の木を見立てたメッセージ

ツリーなどを実施し、来場者に大変好評であった。 

④ 「未来をひらく～３．１１から～」実施報告について 

2 月 16 日（土）埼玉県防災学習センターにおいて、標記イベントを実施した。イベント

に当たっては、半年前から学生実行委員会を組み、実行委員長の菅野雄大（こども心理

学科４年を中心に企画・運営を行った。当日の講演会には、１４０名の参加があり、高

校生・大学生限定のグループワークにも１０大学２高校から５０名以上の参加者があっ

た。また、多くのメディアからも注目され、埼玉新聞・毎日新聞・共同通信・J:COM・テ

レ玉・NHK・NHK ラジオ等でも学生たちの取り組みが報道された。 

⑤ 平成３０年度 学生によるオレンジリボン運動報告会（全国大会）出場について  

2 月 17 日国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、標記大会が開催され、書

類選考を通過した本学学生３名による、ヴェリタス祭時に実施した、「ボラフェス２０１

８」のオレンジリボン運動の取り組みについて報告を行った。受賞は逃したものの、連

携して取り組んだ NPO 団体も応援に駆け付け、全国から集まった大学生に対してもイン

パクトのあるプレゼンテーションを行った。 

⑥ 釜石の高校生との共同プロジェクトの実施について 

コミュニティサービスラーニング（基礎科目）での取り組みをきっかけに誕生した、復

興に向けた釜石の高校生と本学の学生たちの取り組み「高校生による地元小学生への防

災講座」が、2月 26 日に釜石市立甲子小学校で実施され、本学の学生３名がサポーター

として参加した。当日は、NHK・テレビ岩手・毎日新聞・読売新聞・岩手日報・復興釜石

新聞の取材があり本取り組みについて報道がなされた。 

（７） その他 

① 大学コンソーシアムさいたまの副会長校として会長校（人間総合科学大学）と連携をと

りさいたま商工会議所との包括協定調印を行った。 

② 6 月 1 日、丸善桶川店にて学生選書を実施した。丸善の協力を得て、選書前に丸善桶川

店と隣接する桶川駅西口図書館のバックヤードツアーも行った。 

③ 6 月 23 日、1 号館 1cafe に人文学部運営による「第 3 回高校生ビブリオバトル・ワーク

ショップ」を開催した。 

④ 11 月 14 日、「埼玉県民の日」に 1号館 1cafe を会場に「図書館と県民のつどい埼玉 2018：

中高生ビブリオバトル」（主催：埼玉県図書館協会）の中学生予選会を開催した。また、

司書課職員が、実行委員として中学生予選会及び 12 月の本戦の運営に参加した。 

⑤ 桶川市の「OKEGAWA hon プラス+」にて、「聖学院大学公開イベント」を２回開催した。 

9 月はワークショップ形式の読書会と全国大学ビブリオバトルの地区予選会、2月は欧米

文化学科の畠山宗明先生による講演を実施した。 

⑥ 大学時報への掲載について     

2018 年７月号（NO,381）の大学時報において、「特集 加盟校の幸福度ランキングアップ

≪ボランティア編≫」への寄稿依頼があり、「大学ボランティアセンターの役割と可能性」

と題して、寄稿を行い掲載された。 

⑦ ボランティア功労者厚生労働大臣表彰の受賞について  

全国社会福祉協議会の推薦により、「ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰」を

受賞することとなった。受賞理由としては、2000年に発足したボランティア部会を含め、
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18 年間の活動が評価された。11 月 22 日に実施された全国社会福祉大会にて表彰が行わ

れた。 

⑧ ジュベナリス祭（体育祭） 

参加数が減少傾向で二桁程度の参加者数になってしまったジュベナリス祭、創立３０周

年の記念事業として盛り上げるべく平日の水曜日に授業なしで実施した。当日は残念な

がら雨となってしまったが、それでも２００名以上が集まり、体育館で雨天時のレクリ

エーションを楽しんだ。 

⑨ ヴェリタス祭（学園祭） 

文化の日と土曜日の組み合わせだった昨年度と比べ、金曜・土曜での実施であったため、

来場者数が１，４００名程度と減少した。それでも多くの卒業生が母校に戻り、キャン

パスに笑顔があふれた。 

⑩ 子ども大学あげお・いな・おけがわ実行委員会への感謝状について 

氏家理恵教授が副会長である標記委員会の活動に対し「埼玉県 子ども大学への感謝状

贈呈要領」に基づき、埼玉県より感謝状が贈呈された。贈呈式は、2019 年 2 月 2日午後

1時 30分より埼玉会館小ホールにおいて開催された「子ども大学モデル事業発表交流会」

で行われた。 

    

【聖学院中学校・高等学校】 

（１） 教育研究の充実 

①  全教職員で合意形成した「状態目標」（2016 年）を軸とする指導を展開中である。ペー

パーテストから得られる数値だけでなく、アセスメントテスト、プログラム評価、アン

ケート調査によって「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を評価し、

指導に活用している。すでに教室は生徒を学びの中心とする形態の授業が定着している。

年に度の「対話型授業研究週間」では、教員が生徒の立場になりきって授業を受ける試

みを実施、今年で２年目に入った。 

②  中学２年から高校２年で必ず実施する宿泊行事は、地域との信頼関係を保ちつつプロジ

ェクト型（ＰＢＬ）の学習プログラムへ順次改訂中である。「夏期学校・蝶ケ岳登山」（中

学２年）ではルーブリックとアンケートを用いて、生徒の変容と学習プログラム自体の

質の評価を行い、今後の指導計画に役立ててゆく。 

（２） 教育研究の整備 

①  研修により採点委員を１８名から２４名へ増やせた。 

②  ２１世紀型教育について、授業・行事のＰＢＬ化とそのための教員研修を２種類複数回

行うことができた。また、「第二の指標」として、コンピテンシーを中心に測定する手法・

体制を構築することができた。 

③  英語４技能対応やグローバル教育の体制を充実化することができた。特に、海外研修の

位置づけを整理することができ、タイ研修旅行に次ぐ新たなＰＢＬ型海外研修を導入す

ることができた（カンボジア研修）。 

（３） 国際連携 

①  長短期の海外研修旅行への関心は年々高まりを見せている。短期の研修旅行を「語学研

修型」と「ＰＢＬ型」に分け、2019 年度よりハイレベルＰＢＬプログラム「カンボジア

研修旅行」を新設する。 

②  海外研修（学校主催）は年間参加者数が１１２名となった。対象学年６００名中１１２

名と約２０％の参加者数となった。 

（４） その他 
  ①  高校新クラス構想を検討開始し、2020 年度より高校入試を試験的に実施（若干名募集）

し、2021 年度より高校新クラス（高校募集 15 名前後）を開設する方向で検討している。 

②  女子聖学院との連携強化。授業デザイン研究会（教員）とパラスポーツ応援プロジェク

ト（生徒）を実施。  
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【女子聖学院中学校・高等学校】 

（１） 記念事業 

同窓会組織である翠耀会が設立１００周年を迎え、6 月 2 日にホテルメトロポリタン池

袋にて祝賀会を開催した。 

（２） 教育研究の充実 

① 学校独自の「生徒による授業評価」を１回実施した。（3年目）。 

 ② 国際理解教育プログラム 

・中１～高Ⅱまでの学年必修プログラムを実施（4年目）した。 

・立教英国学院への中３の１年間留学を実施（4年目）し、１名が参加した。 

・セブ島語学研修を中３・高Ⅰ・高Ⅱ対象に実施（4年目）し、１７名が参加した。 

・ホ－ムステイ（アメリカ・ペンシルバニア州）に高Ⅰが１１名参加した。 

・オ－ストラリア・タ－ム留学に高Ⅰが 3名参加した。 

・新規のアメリカ・タ－ム留学（ペンシルバニア州）に高Ⅰが３名参加した。 

  ③  ラ－ニングセンタ－ 

全学年対象へと拡大した３年目となった。中１は午後６時まで（保護者からの申し出が

あった場合は午後７時まで）、中２・中３は午後７時まで、高校生は午後８時まで、学校

で個別学習に取り組むことができる環境を整備、運営した。 

④ パラスポーツプロジェクト 

2017 年度にスタートした聖学院中高との共同企画「パラスポーツプロジェクト」が 2年

目に入り、今年度は車椅子バスケ応援企画立案を行った。 

⑤ 「アサーティブ入試」（次年度名称変更）スタート 

女子聖学院で実践されている教育に対応する新しい入試として「アサーティブ入試」を

実施した。「思考力･判断力･表現力を持ち、かつ自分の意見をまっすぐに表現し、他者の

言葉にも耳を傾けられる力」をはかる入試である。 

⑥  研修会 

・「課題探究型学習の他校の実施例」 

  コアネット教育総合研究所 

  横浜研究室 室長 福本雅俊先生（8月 27 日） 

・四谷大塚 情報本部 本部長 岩崎隆義先生 

  こども国連環境会議 推進協会事務局長 井澤友郭先生（3月 22日） 

 （３） 教育研究の整備 

① 2016 年度からの取り組みを継続し、中１～中３の英語の授業を分割、英語力の比較的高

い生徒対象の SA クラスを設置し学習意欲の向上をはかっている。 

② 2017 年度より英検スコアをもとに英語力マイルストーンを設定、英検３級までは満点合

格を目標に指導している。 

（４） 環境基盤の整備 

① 教室棟東側の室外機騒音対策のため、本館教室棟の半数のエアコンの更新工事を行い、

室外機を北側道路側に移設した。 

② 2019 年度から稼動する新教務システムに対応するため、ハードウェア、ソフトウェアを

購入した。 

③ 音楽教育充実のため、音楽室のピアノを新たに購入し、既存のピアノの調律およびメン

テナンスを実施した。 

④ 校内のバリアフリー化の一環として、チャペル棟から体育館玄関までの通路にスロープ

を設置した。 

⑤ ICT 教育充実のため、「フューチャールーム」設置に向けた検討を開始した。 

（５） 生徒等の活躍 

① 2018 年度東京都高等学校総合体育大会三層部門 第８位（高チアリーディング部） 

② 2018 年度東京都私立中学高等学校協会第５支部 優勝（中バスケットボール部） 
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③ 第 58 回東京都高等学校吹奏楽コンクール大会ＢⅡ組 銀賞（高吹奏楽部） 

④ 第 42 回東京都高等学校アンサンブルコンテスト木打五重奏 銀賞（高吹奏楽部） 

⑤ 第 42 回東京都高等学校アンサンブルコンテスト金管八重奏 銀賞（高吹奏楽部） 

⑥ 第 58 回東京都中学校吹奏楽コンクール大会Ａ組 銀賞（中吹奏楽部） 

⑦ 第 52 回東京都中学校アンサンブルコンテストＡ部門 金賞（中吹奏楽部） 

⑧ 東京都高等学校文化連盟地区大会 城東地区 奨励賞（高演劇部） 

⑨ 2018 年度城東地区冬季合同発表会 優良賞 生徒審査員賞２位（高演劇部） 

⑩ 2018 年度北区中学校連合学芸会 演劇の部 優秀賞（中演劇部） 

⑪ 全国高等学校箏曲連盟定期演奏会 優秀演奏（高箏曲部） 

⑫ 第 70 回東京都中学校選手権水泳競技大会 女子 200m 自由形第４位 女子 200m 個人メド

レー第１位（個人） 

⑬ 第 58 回全国中学校水泳競技大会 女子 200m 個人メドレー第３位（個人） 

⑭ 第 41回全国ＪＯＣジュニアオリンピック水泳競技大会13～14歳女子200m個人メドレー

第１位（個人） 

⑮ 第 44 回東京都中学校第４ブロック新人テニス選手権大会 女子シングルス第１位（個人） 

⑯ 第 44 回東京都中学校新人テニス選手権大会 女子シングルス第３位（個人） 

⑰ 全国納税貯蓄組合連合会並びに国税庁主催中学の税についての作文 会長賞，優秀，佳作

（個人） 

⑱ 第 70 回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会 女子３支部円盤投げ 第３位（個人） 

⑲ 第 34 回高円宮杯日本武道館書写道大博覧会 硬筆の部 大会奨励賞（個人） 

⑳ 第 55 回日本武道館書き初め大博覧会 日本武道館賞（個人） 

 

【聖学院小学校】 

（１） 記念事業 

2020 年度に創立６０周年を迎えるため、どのような準備をし、お祝いをするのかの検討

を始めた。 

（２） 新たなる教育事業への取り組み 

5 月の連休期間にイギリスの Apple Distinguished School の認定を受けている先進的な

ICT 教育を行っている学校の視察に２名の小学校教員が参加した。 

（３） 教育研究の充実 

4 月と 8 月に教職員研修会を行い、日頃教職員の感じている改善点や、課題などを出し

合い、聖学院小学校の質的向上へ向けて思いをひとつにして協議を行うことができた。  

（４）  教育研究の整備 

今年度より「聖書」の授業が全学年で週 1 時間行われるようになった。このために文部

科学省から示されている「道徳」の「４領域２２項目」にあてはまるように組み直した

独自のカリキュラムで実施された。 

（５）  環境基盤の整備 

① スクールランチでの揚げ物をより柔らかくおいしく児童に食べてもらうために、フライ

ヤーを購入した。今まで揚げ物は温め直しをしていたために固くなってしまっていたが、

学校の厨房で揚げることができるようになり、児童からも好評を博した。 

② 希望の家庭にはお弁当を外注している。更なる内容の充実のため、教職員で試食会を開

き、業者の検討を行った。 

③ ６年間使える聖学院小学校オリジナルの筆箱を作ることを決め、業者と打ち合わせをし、

革製で修理のできる筆箱を検討し新年度の１年生から採用することにした。 

（６） 人事の活性化 

  ① 4月 5日に幼稚園ホールにて幼小合同の歓迎会を行い、新しい教職員との交流を行った。 

② 朝の教職員打ち合わせ会を幼稚園職員と小学校職員と一緒に行い、情報交換や意思交流

を行った。 
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③ 定期的に研修会を行い、個人の思いや考えを生かすことができる場となるように進めた。 

（７） 国際連携 

  ① 7 月 18 日より 26 日まで、姉妹校であるオーストラリアのクイーンズランド州ブリスベ

ン北部に位置する Mountain Creek State School（MCSS）でのホームステイプログラム

を行った。参加児童は１６名（男子２名女子１４名） 

② 9 月 16 日から MCSS の"Japan Trip"という日本の家庭にホームステイするプログラムが

行われオーストラリアから１２名（男子４名女子８名）の児童が１週間滞在した。 

（８） 生徒・教職員等の活躍 

① ６年生児童が、東京都水泳の記録で 50m100m 自由形、50m100m200m 背泳ぎ首位の記録を

出した。また東京都の強化指定選手にも選考された。 

② ６年生児童が、極真空手のブルガリア世界大会に出場した。 

（９） その他 

① 5 月 29 日に鑑賞教室で「デフ・パペットシアター・ひとみ」の劇を全校で鑑賞した。劇

団員のほとんどが耳の不自由な方々で、児童たちは初めて音のない劇を鑑賞した。 

② 11 月 30 日に１年生の交通安全教室として騎馬警官が来校した。児童たちは交通安全の

ルールを教えてもらい、最後には馬に乗せてもらって校庭を１周するお楽しみも経験し

た。 

③ 12 月 6 日に聖学院中高の講堂をお借りし、PTA クリスマスプレゼントとして「くるくる

シルク DX」というサーカス大道芸を全校で楽しむことができた。 

 

【聖学院幼稚園】 

（１） 新たなる教育事業への取り組み 

毎年行っている聖学院小学校５年生と年長組の交流会が、小学校側の配慮と工夫により、

恒例の「活動」として形が安定してきた。年長児にとって高学年の生徒との交流や校舎

で過ごすことは、進学することへの楽しみと同時に覚える不安の解消にも繋がっている。

内部進学する園児にとっては、入学後、交流会で関わった生徒との再会もあり、保護者

からも期待されている活動となっている。 

（２） その他 

① 一昨年より行っている「夏季預かり保育」（7月のみ）の内容を検討し、また教師の体制

が安定したことで前年度よりも充実した保育を行うことが出来た。 

② 保護者向けの講習会（6 月）に、卒園生父兄でパーソナルコンディショナーの高橋かお

る先生をお招きし、「健康な体の維持」について、実技を交えながらご指導いただいた。 

③ 毎年１月に行っている音楽会のために、年長組父兄から中国楽器（琵琶・二胡）奏者の

方をご紹介いただき、園児は普段あまり目にすることのない珍しい楽器の音色を楽しん

だ。 

④ 年度最後の特別プログラムとして、幼稚園ホールにて「劇団プーク」による本格的なセ

ットでの人形劇を楽しんでいるが、それ以外にも 2018 年度は 9月に特別な観劇会の時を

持った。元聖学院中学校・高等学校校長の故林田秀彦先生のお声掛けが実現したもので、

九州の人形劇団「ののはな」による観劇会を楽しむ機会が与えられた。 

⑤ 外部の方対象の説明会・公開保育の他、随時見学の受け入れを行い、幼稚園を知ってい

ただく機会を出来る限り多く持ち、募集にも反映させることが出来た。 

 

【聖学院みどり幼稚園】 

（１） 記念事業 

① みどり幼稚園４０周年を迎え、４０周年記念ロゴを作成し、パンフレット、ポスター、

チラシなどに利用し内外に向けて広報に活用した。また、不織布バッグや記念Ｔシャツ

などのグッズを作成した。さらには、創立記念礼拝、同窓会、音楽会（演奏者：Ｖ･ボー

マン氏）、保護者会特別講演会（大豆生田啓友玉川大学教授）などについて４０周年と銘
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打って特別の会として持った。 

②  創立４０周年の節目を迎え、老朽化しつつある園舎の建て替え、改修などを目指して『み

どり幼稚園みらい募金』を開始した。初年度は在園・卒園保護者、卒園生、現旧教職員、

篤志家などの方々から約４００万円の募金をいただいた。 

③  毎年「海の日」に行っている同窓会は４０周年記念として実施し、５０名程度の参加者

があった。またこれとは別に「つくしの会」（小学生・中学生対象ホームカミング）を   

4 月 28 日に実施し、卒園生だけでも１００名を超える方が集まった。 

（２） 新たなる教育事業への取り組み 

① 全園礼拝の充実のため、チャプレンから全専任教員が参加しての「聖書の学び」を継続

実施している。また１学期に一度ずつ聖学院教会礼拝堂（聖学院大学チャペル）をお借

りしてのチャペル礼拝を実施した。 

② ４大学・短期大学より延べ 7 名の教育実習生を受け容れた。教員自身の後継者育成力の

向上や自身の保育を振り返る良い機会となっており、保育力向上にも役立っている。ま

た聖学院大学からも観察実習生として４９名の学生を迎えた。 

③  聖学院大学講師でもあるネイティブの先生により、年中の２学期から年長にかけて英語

クラス（English Time）を実施している。また、恒例となりつつある聖学院大学留学生

と園児の交流会を行った。単なる語学教育ではなく国際理解教育の一環として今後も継

続して実施してゆく。 

（３） その他 

① 園庭開放（０歳児～）、親子で遊ぶ会（１歳児～）、未就園児親子クラス（２歳児～）、満

三歳児クラス（３歳児）の流れをこの数年で作ってきたが、そのこともあって 2019 年度

入園生は目標の３５名を超えて（年少 32 名、年中 2名、年長 3名）お迎えすることがで

きた。 

② 本園の保育を十分に理解していただくため、自由見学会の実施やホームページ、ブログ、

ポスター、ちらしなどによる園の情報公開を積極的に進め、また『私たちの保育Ⅱ』を

バージョンアップしながら地域への本園の浸透と遊びを中心とする保育の利点を広く知

っていただくための活動を重点的に実施した。 

③ これまでも職業体験事業「未来(みら)くるワーク」として毎年中学生を受け入れている

が、今年度も４名の中学１年生を 1月 15～17 日の３日間受け入れた。 

④ 小１プロブレムなど幼稚園・保育園などと小学校との接続問題が社会現象化する中、初

めての試みとして日進北小学校に本園を含む３園の年長児を受け入れていただく体験入

学プログラムを実施した。 

⑤ 近隣にお住まいの卒園生保護者などから、聖学院みどり幼稚園隣接の土地(合計 968 ㎡)

を、幼稚園や学校法人聖学院の発展のために活用して欲しいとの寄附の申し出をいただ

き、感謝して受け入れた。 

 

【聖学院アトランタ国際学校】 

（１） 記念事業 

2018 年 6 月 13 日、１学期の終業と共に幼稚部、小学部の閉校式が執り行われた。この

日を以てアメリカ・アトランタの地での 28 年間の聖学院アトランタ国際学校のミッショ

ンに終止符を打った。最終在籍者数は幼稚部１８名、小学部４８名の計６６名であった。 

 

【法人】 

（１） 新たなる教育事業への取り組み 

学校法人聖学院中期計画として「聖学院ビジョン」が 2018 年 6 月に策定された。聖学院

創立１２０年を迎える 2023 年に向けて『「誰一人取り残さない」世界の現実を目指して』

をキーメッセージとし、６つのカテゴリで括られた中期経営アクションプラン、各校園

による中期教育アクションについて基本計画を定め、教職員のほかホームページ等で広
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く一般にも公表した。 

（２） 国際連携 

国連で採択された SDGｓ（サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ）が本法人

の教育が目指すものと同じ方向性を持っているということから、これを推進するグロー

バル・コンパクトネットワークジャパン（GCNJ）に学校法人として署名し加入が認めら

れた。  

（３） その他 

①  第３２回ＡＳＦ総会・推進委員会が聖学院小学校にて開催された。教職員のほか同窓会、

後援会、ＰＴＡなどが一堂に会し「聖学院教育の理解者を増やすために」というテーマ

に基づいてグループ討議が行われた。また全体会では「聖学院ビジョン」の概要説明が

なされ、学校法人聖学院が目指している方向についての説明がなされた。 

② 夏期特別理事会として理事をはじめとする各校園管理者、学校カウンセラー等を対象に、

SDGs の概要、および「学校現場におけるＬＧＢＴ」と題して多様性への理解を深める研

修会が開催された。 

③ 米国法人聖学院アトランタ国際学校が 6 月に閉校となった。閉校後、校舎および土地に

ついての売却活動が行われ、2019 年 3月に売却が完了した。 
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Ⅲ 決算の概要 

２０１２年度から２０１７年度まで加速度的に学生生徒等、人数の減少が続いてきたが、

２０１８年度は減少に歯止めをかる結果となりました。更に２０１９年度募集においても想

定以上の新入生を迎える結果となり、次年度へつながる状況で２０１８年度が終了しました。

収入、支出の主要科目の状況は根幹となる学納金において前年度決算対比６８百万円の増収

となり、過去、毎年度２億円強の減収が続いてきたことを勘案すれば回復傾向にあります。

また、２０１９年度新入生（募集）の動向においては各校・園の努力もあり、特に大学は学

則定員（５４０名）を超える編入生を含む６８９名となり、学院全体では昨年度より２２９

名（４４３６名）多い人数で４月１日を迎えることとなりました。但し、例年のことではあ

りますが今後離学者の状況によっては大きく変化するので予断はできません。寄付金は ASF

を中心とした後援会、PTA などからの団体寄付が大半を占めていますが、今期は卒業生等の

個人寄付が若干増加しています。また、外部団体であった教育振興会は解散しましたが、そ

の意思を引き継ぎ入学後の寄付金としてその都度直接授受をおこない会計処理をしていま

す。補助金は高校以下（地方公共団体補助）について教職員の中高貼り付けが理想どおり実

行できず減収となりましたが、前年度大幅に減収（約１億円）となってしまった大学（国庫

補助）は改革総合支援事業に残念ながら採択はされませんでしたが、最終的には２０１７年

度対比約２４百万円の増収となりました。但し大学補助金については以前のような均等配分

ではなく、教育活動など改革に取り組んでいることや、財政状況が健全である大学に重点配

分する傾向は更に色濃くなっています。今後の動向に目を配り、最大限の獲得を目指したい。 

次に支出では人件費において前年度決算対比４０百万円の増加となっています。２０１６

年度財政悪化に伴い、一時的に本俸の１号俸定期昇給を止めた経緯がありますが、この分を

含めて今年度は２号俸の定期昇給を実施しました。また、賞与については６月末に前年度と

同様の月数で支給し、若干の追加賞与として年度末に一律月数（学校別財政状況により）で

はありませんが全学院的に本務教職員へ追加支給することができました。退職者については

役員、定年および依願（契約満了含む）含めて２５名が退職しています。 

一般経費（教育研究・管理経費）は予算編成時では増加傾向にありますが、実績においては

慎重な予算執行等の要因から前年度決算対比約６０百万円の削減となっています。施設・設

備投資については教育環境整備（安全性）、教育の質保証を維持するために補助金、寄付金

を用いて最低限の施設設備の整備を実施してきました。 

資金調達（借入金）の状況は期中一時的に資金不足を回避するために３億円を７月から１２

月まで借入れ、更に自己資金となる特定資産（預金）１億円を１０月から１２月まで取崩し

ました。また、新たに退職財団交付金額を返済原資とした退職資金１１８百万円を年度末一

時的に借り入れています。その結果、２０１９年３月３１日現在の運転資金の借入金合計は

１８．１８億円となっています。なお、校舎建築等に係る長期借入金の返済残高は９．０７

億円となっています。将来計画等における特定預金への繰入（内部留保）状況は施設・設備、
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奨学金など必要最低限の積立を実行しました。 

最後に年度末の繰越資金状況は９７０百万円で前年度決算対比△１２百万円となり、単年

度ほぼ資金収支均衡の状況となっています。財政状況は基本金組入前収支差額で４２３百万

円（前年度対比△２０３百万円）の赤字となりましたが、前年度軽井沢セミナーハウス資産

売却などの一過性要因を除けば前年度決算対比約２４百万円のマイナスに止まっています。

全体的には今年度財政的に若干歯止めを掛けた状況と言えるでしょう。 

現在、具体的な中長期目標が示された。各プロジェクトチームおよび理事長室会議により

実行されています。引き続き単年度を乗り越えられれば良いという状況ではなく、中期的な

財政状況を踏まえて予算編成・執行を実施しなければなりません。２０１８年度決算の主な

概要は以下のとおりです。 

 
１．資金収支計算書 

 資金収支計算書は、企業が作成するキャッシュフロー計算書に類似したもので、当該会計

年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容と支払資金の収入及び支出のてん末

を明らかにするものです。 

 収入は、学生生徒納付金、補助金収入、寄付金収入、資産売却収入、事業収入、借入金等

で6,310百万円となり、前年度繰越支払資金982百万円を加えて7,292百万円となりました。

収入の根幹となる学生生徒納付金は、前年度決算対比 68 百万円の増収となり回復傾向にあ

ります。今期は大きな資産売却（土地）などの一過性に係る事項はありませんでした。借入

金としては例年どおり年度末退職資金として市中金融機関より一時的に118百万円の借入れ

をおこなっています。但し、返済については退職金財団からの交付金収入を上限とし、翌年

度５月に返済する予定となっています。 

 支出は、人件費について前年度決算対比 40 百万円の増加となり、退職金の要因を除外す

れば実質的には 103 百万円の増加となっています。教育研究・管理経費、借入金返済、施設・

設備関係支出（女子中高空調機入替ほか）、資産運用支出（特定預金への繰入支出）を含め

6,322百万円となりました。当年度の収入に前年度繰越支払資金を加えた資金収入合計7,292

百万円から当年度の支出を差し引いた翌年度繰越支払資金は、970 百万円となっています。

ただし、退職金等の未払分および運転資金の借入金を含んでいます。 

 

２．活動区分資金収支計算書 

 活動区分資金収支計算の区分については教育活動による資金収支、施設設備等活動による

資金収支、その他の活動（借入金収入、資産運用支出など）による資金収支の３区分となり

ます。それぞれ区分ごとの資金の流れが明確になっています。 

（１）教育活動による資金収支：収支差額 293 百万円。 

（２）施設設備等活動による資金収支：収支差額△137 百万円。 

（３）その他の活動による資金収支：収支差額△168 百万円。 
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※2018 年度支払資金の増減額は△12 百万円となりました。 

 

３．事業活動収支計算書 

 事業活動収支計算書は経常的および臨時的収支に区分して、各収支状況を把握できるよう

になっています。いわゆる企業会計の損益計算書に類似しています。区分については経常的

な教育活動収支、教育活動外収支（受取利息・配当金収入、借入金利息など）、臨時的な特

別収支（施設・設備関係）の３区分と基本金関係から構成されています。 

（１）教育活動収支：収支差額△412 百万円 

（２）教育活動外収支：収支差額△13百万円 

（３）特別収支：収支差額 2百万円 

（４）基本金組入前当年度収支差額（旧帰属収支差額）：△423 百万円（前年度対比△203 百

万円） 

※前年度軽井沢セミナーハウス資産売却などの一過性要因を除けば前年度決算対比約２

４百万円のマイナスに止まっています。また、仮に資金に直接かかわらない減価償却額

を除外すれば＋96百万円となります。 

 
４．貸借対照表 

 貸借対照表は、当該会計年度末における資産及び負債、基本金、繰越収支差額、純資産の

状況をあらわすもので、本法人の財政状態を明らかにするものです。 

 2018 年度資産の部合計は、17,455 百万円となり、前年度末より 286 百万円減少となり、

負債の部合計は、6,101 百万円となり前年度末より 137 百万円増加しました。主に資産の減

少は固定資産に係る減価償却分によるもので、負債の増加は新入生に伴う前受金、長期を含

む未払金の増加によるものです。純資産の部合計は、11,355 百万円で前年度末より 423 百万

円の減少となりました。 

 本法人の当年度末の正味財産（資産の部合計－負債の部合計）は、11,355 百万円となりま

す。 

 
計算書の科目について 

 資金収支・活動区分資金収支・事業活動収支計算書に共通する主な科目 

《学生生徒等納付金》 

 授業料、施設費、入学金等で、収入のうち最も大きな割合を占めます。 

《手数料》 

 入学検定料、試験料、証明書発行手数料などです。 

《寄付金》 

 特別寄付金（ＡＳＦ募金など）、一般寄付金、現物寄付金（事業活動収支のみ） 
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《補助金》 

 国や地方公共団体などから交付される補助金です。 

《付随事業・収益事業収入》 

 給食などの補助活動や、外部から委託を受けて行う受託事業収入が計上されます。 

《受取利息・配当金収入》 

 第３号基本金引当特定資産運用収入など預貯金の受取利息が大きな割合を占めます。 

《雑収入》 

 退職金財団の交付金収入が大きな割合を占めます。また、施設設備利用料収入はこの科目

に含まれます。 

《教育研究経費》 

 教育・研究活動のために支出する経費です。 

《管理経費》 

 総務・人事・経理業務、学生募集など教育・研究活動以外に支出する経費です。 

 

 資金収支計算書だけにみられる主な科目 

《資産売却収入》 

 不動産などの固定資産の売却による収入です。 

《借入金収入》 

 長期、短期の借入金について計上されます。 

《前受金収入》 

 翌年度分の授業料、施設費などが当年度に納入された収入です。 

《資金収入、資金支出調整勘定》 

 資金の実際の収支を当年度の諸活動に対応する収支に修正する勘定で以下のものがあり

ます。 

 期末未収入金・・・当年度中に収受すべき収入のうち入金が翌年度以降になるもの。 

 前期末前受金・・・当年度中に収受すべき収入のうち前年度までに入金済のもの。 

 期末未払金・・・・当年度中に支払うべき支出のうち翌年度以降に支払うもの。 

 前期末前払金・・・当年度中に支払うべき支出のうち前年度までに支払済のもの。 

《施設関係支出》 

 土地、建物、構築物、建設仮勘定などの支出をいいます。 

《設備関係支出》 

 教育研究用機器備品、管理用機器備品、図書、車両などの支出をいいます。 
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事業活動収支計算書だけにみられる主な科目 

《資産売却差額》 

 不動産などを売却しその売却収入が帳簿価格を超える場合に、その差額を計上します。 

《資産処分差額》 

 建物、構築物、機器備品等を除却する場合、その処分時点の帳簿残高を計上します。 

《事業活動支出》 

 人件費、教育研究経費、管理経費、借入金利息などの支出です。（退職給与引当金繰入額、

減価償却額を含みます。） 

《基本金組入額》 

 学校が教育研究活動を維持・運営していく上で、基盤となる校地や校舎、機器備品、図書

などの固定資産の他各種の基金などの保有額を示すもので、第１号から第４号までの種類

があります。 

 第１号基本金・・・校地・校舎・機器備品・図書などの固定資産の取得額。 

 第２号基本金・・・将来必要な固定資産を取得するために計画的に組入れていく積立金。 

 第３号基本金・・・寄付金等の資金でつくられたファンド。利息等で奨学事業等を行う。 

 第４号基本金・・・学校が諸活動を円滑に遂行するため、恒常的に保持すべき資金。 

  

貸借対照表にみられる主な科目 

《固定資産》 

 土地、建物などの有形固定資産、継続的に学校運営をおこなうための特定資産、保証金な

どのその他の固定資産から構成されています。 

《流動資産》 

 現金預金、未収入金、貯蔵品など。 

《固定負債》 

 施設設備のために借り入れた長期借入金、リース資産の長期未払金など。 

《流動負債》 

 １年以内に返済する長期借入分および運転資金の短期借入金、未払金、前受金、預り金。 

《基本金》 

 第１号基本金、第３号基本金、第４号基本金。 
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